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総

日
只

当
会
社
は
、
株
式
会
社
　
日
高
カ
ン
ト
リ
ー
倶
楽
部
と
称
し
、

英
文
で
は

〓
∪
≧
Ｓ

ｏ
ｏ
⊆
６
だ
ヽ
ｏ
ｒ
ｃ
”

ｏ
９
。
堅
∪
。
と
表
示
す
る
。

当
会
社
は
左
の
事
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
、
ゴ
ル
フ
場
の
経
営

二
、
土
地
開
発
経
営

二
、
土
地
建
物
の
売
買
、
賃
貸
借
、
投
資
及
建
設
請
負

四
、
興
業
物
、
旅
館
そ
の
他
観
光
娯
楽
、
厚
生
施
設
の
経
営

五
、
食
堂
経
営
並
び
に
ゴ
ル
フ
用
具
の
販
売
及
び
煙
草
小
売
業

六
、
右
各
号
に
付
帯
す
る

一
切
の
事
業

当
会
社
の
本
店
は
東
京
都
品
川
区
に
置
く
。
但
し
必
要
に
応
じ
法
の
規
定
に
従
い
支
店
又
は
出
張

所
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
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株
主
総
会
の
議
長
は
取
締
役
社
長
が
こ
れ
に
当
た
る
。
社
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
取
締
役
会
で
定
め
た
順
序
に
よ
り
他
の
取
締
役
が
こ
れ
に
当
た
る
。

株
主
総
会
の
決
議
は
法
令
に
別
段
の
定
め
あ
る
場
合
を
除
き
、
出
席
し
た
株
主
の
議
決
権
の
過
半

数
を
以
て
こ
れ
を
決
す
る
。

株
主
は
他
の
株
主
に
委
任
し
て
、
そ
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

株
主
総
会
の
議
事
録
に
は
議
長
並
び
に
出
席
し
た
取
締
役
が
記
名
押
印
し
、
本
社
に
保
存
す
る
。

第
四
章
　
　
役
　
　
　
　
員

当
会
社
の
取
締
役
は
十
名
以
内
、
監
査
役
は
三
名
以
内
と
す
る
。

取
締
役
及
び
監
査
役
は
株
主
総
会
で
こ
れ
を
選
任
す
る
。

一
、
取
締
役
及
び
監
査
役
の
選
任
の
決
議
は
、
総
株
主
の
議
決
権
の
三
分
の

一
以
上
を
有
す
る
株

主
が
出
席
し
、
そ
の
議
決
権
の
過
半
数
を
以
て
決
す
る
。

二
、
取
締
役
の
選
任
決
議
は
、
累
積
投
票
に
よ
ら
な
い
。

取
締
役
の
任
期
は
、
就
任
後
二
年
内
の
最
終
の
決
算
期
に
関
す
る
定
時
株
主
総
会
終
了
の
時
ま
で

と
す
る
。
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第
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章
　
　
計

第

二
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四
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当
会
社
の
営
業
年
度
は
、

第

二
十
五
条

　

毎
決
算
期
の
利
益
金
は
、

算

毎
年

一
月

一
日
か
ら
十
二
月
末
日
ま
で
と
す
る
。

株
主
総
会
の
承
認
を
得
て
処
分
す
る
。
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